
１年生 ２年生 ３年生

(9,900) (9,900) (9,900) 県条例

2,000 2,000 2,000 ＰＴＡ会則

2,300 2,300 2,300 ＰＴＡ会則

200 200 200 同窓会会則

別途旅行業者積立

1,000

40,000 40,000 40,000 ホームステイ契約等

(14,400) (14,400) (15,400) HF料なし

※(54,400) ※(54,400) ※(55,400) HF料あり

4,500 4,500 5,500 HF料なし

※44,500 ※44,500 ※45,500 HF料あり

※授業料は就学支援金制度申請後に認定されると、その期間支払いが不要となります。

5,550 県条例

350 ＰＴＡ会則

2,000 ＰＴＡ会則

400 生徒会規約

800 800 800 高体連規定

800 800 800 高文連規定

1,040 1,040 1,040 県高Ｐ連規定

200 県高Ｐ連規定

1,770 1,770 1,770 日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ通知

27 27 27 五島市学校保健会通知

250 家庭クラブ連盟通知

490 490 490

179 179 179

682

1,020

3,300

18,858 5,106 5,106

年度当初納入額（入学生は入学時） ※はＨＦ料あり

(19,506) (20,506)
※（59,506）※（60,506）

23,358 9,606 10,606
※103,358 ※49,606 ※50,606

※上記以外にも、選択科目ごとに徴収金があります。

離島留学生の1年生は
ホームステイ料を２
か月分徴収

１年生の授業料は就
学支援金を辞退又は
不認定の確認後に納
付となります。

高 体 連 分 担 金

高 文 連 会 費

団 体 総 合 保 険

授業料あり

授業料なし

（１）＋（3）

（2）＋（３）

ス タ デ ィ ー サ ポ ー ト 代

合 計 （ ３ ）

全・九高Ｐ連特別積立金

日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ共済掛金

五島市学校保健会負担金

家 庭 ク ラ ブ 連 盟 加 盟 金

生 徒 個 人 写 真 代

年度当初各学年納入金一覧（入学生は入学日）

入 学 手 数 料

Ｐ Ｔ Ａ 入 会 金

合 宿 所 設 備 費

生 徒 会 入 会 金

新 体 力 テ ス ト 代

ク レ ペ リ ン 検 査 代

オリエンテーション保険料

令和6年度　奈留高等学校校納金一覧

徴 収 金 額
根 拠

合計（１）

合計（２）

会 計 名 ・ 項 目

Ｐ Ｔ Ａ 会 費

同 窓 会 費

毎月納入金（新入生の４月分は入学時に、５月以降は口座振替となります）

授 業 料 ※

卒 業 ア ル バ ム 費

授業料あり

授業料なし


